
１
　
「
レ
ポ
差
額
は
貸
付
金
の
利
子
で
あ
る
」
―
平
成
二
一
年
度
の
税
制
改
正
―

（
１
）
平
成
二
一
年
度
の
レ
ポ
差
額
に
関
す
る
税
制
改
正

非
居
住
者
の
受
け
取
る
レ
ポ
差
額
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
所
得
税
法
上
で
は
明
確
な
定
め
が
無
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
平
成
二

〇
年
一
二
月
一
九
日
、
財
務
省
は
「
平
成
二
一
年
度
税
制
改
正
の
大
綱
」
を
発
表
し
、「
国
内
に
お
い
て
業
務
を
行
う
者
と
の
間
で

行
う
債
券
現
先
取
引
で
当
該
業
務
に
係
わ
る
も
の
か
ら
生
ず
る
所
得
は
、
国
内
源
泉
所
得
で
あ
る
『
国
内
に
お
い
て
業
務
を
行
う
者

に
対
す
る
貸
付
金
で
当
該
業
務
に
係
わ
る
も
の
の
利
子
』
に
含
ま
れ
る
こ
と
と
す
る
」
と
さ
れ
た
（
ゴ
チ
ッ
ク
は
引
用
者
）。
財
務
省

の
大
綱
は
、
平
成
二
一
年
一
月
二
三
日
に
閣
議
で
「
平
成
二
一
年
度
税
制
改
正
の
要
綱
」
と
し
て
決
定
さ
れ
、
同
日
に
国
会
に
提
出

さ
れ
た
。
そ
し
て
、
平
成
二
一
年
三
月
二
七
日
、「
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
が
国
会
で
成
立
し
、
四
月
一
日
か
ら

施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

国
会
で
成
立
し
た
法
律
で
は
、
レ
ポ
差
額
の
扱
い
に
つ
い
て
「
六
　
国
際
課
税
　
（
４
）
外
国
金
融
機
関
等
の
債
券
現
先
取
引
に

係
わ
る
利
子
の
課
税
の
特
例
等
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
す
る
。（
租
税
特
別
措
置
法
第
七
条
、
第
四
二
条

の
二
、
第
六
七
条
の
一
一
関
係
）」
と
だ
け
定
め
て
い
る
。
こ
の
点
を
具
体
的
に
説
明
し
た
文
書
が
財
務
省
主
税
局
の
「
平
成
二
一

年
度
税
制
改
正
の
解
説
」
で
あ
る
。
こ
の
解
説
は
、W

eb

上
で
最
新
版
が
公
開
さ
れ
た
。
解
説
の
「
国
際
課
税
関
係
の
改
正
」
の
項

目
で
は
、
改
正
の
内
容
を
具
体
的
に
述
べ
て
い
る
の
で
引
用
し
て
み
る
。

（1）

矛
盾
す
る
レ
ポ
差
額
非
課
税
の
論
理

中
島
　
将
隆



改
正
前
「
債
券
現
先
取
引
か
ら
生
ず
る
差
益
の
う
ち
債
券
の
買
い
手
で
あ
る
非
居
住
者
又
は
外
国
法
人
が
受
け
取
る
差
益
に
つ
い

て
は
、
債
券
現
先
取
引
の
経
済
的
実
質
か
ら
、
国
内
源
泉
所
得
の
う
ち
国
内
に
お
い
て
業
務
を
行
う
者
に
対
す
る
貸
付
金
で
当

該
業
務
に
係
わ
る
も
の
の
利
子
（
所
法
161
六
、
法
法
138
六
）
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
、
そ
の
支
払
の
際
二
〇
％
の
税
率
で
源
泉
徴

収
が
行
わ
れ
ま
す
（
所
法
212
、
213
②
）」『
平
成
二
一
年
度
税
制
改
正
の
解
説
』
四
七
二
頁
　
ゴ
チ
ッ
ク
は
引
用
者

改
正
の
概
要
「
債
券
現
先
取
引
か
ら
生
ず
る
差
益
の
う
ち
債
券
の
買
い
手
が
受
け
取
る
も
の
に
つ
い
て
は
貸
付
金
の
利
子
と
し
て

取
り
扱
わ
れ
ま
す
が
、
所
得
税
法
及
び
法
人
税
法
に
お
い
て
は
そ
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
具
体
的
な
規
定
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
そ
こ
で
、
そ
の
取
り
扱
い
の
明
確
化
の
観
点
か
ら
、
債
券
現
先
取
引
か
ら
生
ず
る
差
益
の
う
ち
債
券
の
買
い
手
が
受
け
取

る
差
益
に
つ
い
て
は
、
国
内
源
泉
所
得
の
う
ち
国
内
に
お
い
て
業
務
を
行
う
者
に
対
す
る
貸
付
金
で
当
該
業
務
に
係
わ
る
も
の

の
利
子
に
含
ま
れ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
ま
し
た
（
所
法
161
六
、
法
法
138
六
）」
同
上
　
四
七
二
〜
四
七
三
頁
　
ゴ
チ
ッ
ク
は
引

用
者

こ
の
解
説
で
は
、
改
正
前
か
ら
も
レ
ポ
差
額
は
貸
付
金
の
利
子
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
こ
と
、
改
正
は
こ
れ
ま
で
レ
ポ
差
額
の
性

質
に
つ
い
て
明
確
に
記
述
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
所
得
税
法
161
条
六
で
、
レ
ポ
収
益
は
貸
付
金
の
利
子
と
し
て
明
記
す
る
、
と

し
て
い
る
。

（
２
）
裁
判
所
の
判
断
と
異
な
る
税
制
改
正

今
回
の
レ
ポ
差
額
に
係
わ
る
税
制
の
改
正
、
そ
し
て
、
財
務
省
主
税
局
の
解
説
は
、
平
成
二
〇
年
一
〇
月
に
確
定
し
た
裁
判
所
の

判
断
と
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

レ
ポ
差
額
に
係
わ
る
条
文
は
、
非
居
住
者
及
び
法
人
の
納
税
義
務
を
定
め
た
所
得
税
法
第
161
条
六
で
、
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

（2）



「（
国
内
源
泉
所
得
）
第
161
条
六
　
国
内
に
お
い
て
業
務
を
行
う
者
に
対
す
る
貸
付
金
（
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
）
で
当
該
業
務

に
係
わ
る
利
子
（
政
令
で
定
め
る
利
子
を
除
く
）」。

レ
ポ
差
額
が
第
161
条
六
に
該
当
す
る
か
否
か
、
レ
ポ
差
額
は
貸
付
金
の
利
子
に
該
当
す
る
か
否
か
、
こ
の
点
を
巡
っ
て
、
住
友
信

託
銀
行
と
国
・
課
税
庁
と
の
間
で
、
長
ら
く
の
間
、
裁
判
論
争
が
行
わ
れ
た
。
主
た
る
論
争
点
は
、
住
友
信
託
銀
行
は
「
レ
ポ
差
額

は
所
得
税
法
第
161
条
六
の
貸
付
金
の
利
子
に
該
当
し
な
い
」
と
主
張
す
る
の
に
対
し
、
国
・
国
税
庁
の
主
張
は
「
貸
付
金
の
利
子
に

相
当
す
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

裁
判
は
平
成
一
七
年
三
月
か
ら
始
ま
り
、
平
成
二
〇
年
一
〇
月
ま
で
長
期
に
わ
た
っ
て
熱
い
論
争
が
展
開
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
地

方
裁
判
所
、
高
等
裁
判
所
の
判
決
は
、
い
ず
れ
も
住
友
信
託
銀
行
の
勝
訴
で
終
わ
っ
た
。
国
・
課
税
庁
は
最
高
裁
へ
上
告
受
理
申
立

て
を
行
っ
た
が
、
最
高
裁
は
全
員
一
致
で
上
告
審
と
し
て
受
理
し
な
い
と
結
論
し
、
レ
ポ
差
額
は
貸
付
金
の
利
子
で
は
な
い
、
と
司

法
判
断
が
確
定
し
た
の
で
あ
る
。

長
期
に
わ
た
る
論
争
の
結
果
、
司
法
判
断
が
確
定
し
た
の
だ
が
、
今
年
度
の
税
制
改
革
と
主
税
局
の
解
説
は
、
裁
判
所
の
判
断
と

は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
主
税
局
の
解
説
に
は
但
し
書
き
が
あ
り
、「
平
成
二
一
年
度
税
制
改
正
の
解
説
に
つ
い
て
は
、
文
中
、

意
見
等
に
わ
た
る
部
分
は
筆
者
の
個
人
的
見
解
で
あ
る
こ
と
を
予
め
お
断
り
し
て
お
き
た
い
」
と
記
さ
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
全

体
の
流
れ
か
ら
み
る
と
、
個
人
的
見
解
で
は
な
く
公
的
見
解
と
思
わ
れ
る
。

な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
扱
い
の
相
違
が
生
じ
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
全
く
不
明
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
経
緯
を
振
り
返

る
と
、
そ
の
理
由
を
解
き
明
か
す
糸
口
が
見
つ
か
る
か
も
し
れ
な
い
。
以
下
で
は
、
こ
う
し
た
期
待
を
こ
め
て
、
こ
れ
ま
で
の
経
緯

を
辿
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

（3）



２
　
レ
ポ
差
額
に
対
す
る
課
税
庁
の
扱
い
の
変
化

（
１
）
新
現
先
市
場
の
創
設
と
レ
ポ
差
額
に
対
す
る
課
税
方
針

振
り
返
っ
て
み
る
と
、
レ
ポ
差
額
に
対
す
る
課
税
が
問
題
に
な
っ
て
き
た
の
は
、
新
現
先
市
場
が
創
設
さ
れ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ

る
。
新
現
先
市
場
は
、
平
成
一
三
年
四
月
、
国
際
標
準
の
レ
ポ
市
場
と
し
て
創
設
さ
れ
た
。
こ
れ
ま
で
日
本
で
は
、
国
際
標
準
で
あ

る
売
買
形
式
の
レ
ポ
市
場
を
創
設
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
っ
た
。
現
先
取
引
に
は
有
価
証
券
取
引
税
が
課
税
さ
れ
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。
平
成
八
年
四
月
に
創
設
さ
れ
た
日
本
版
レ
ポ
市
場
は
、
有
価
証
券
取
引
税
を
回
避
す
る
た
め
貸
借
形
式
の
レ
ポ
市
場
で
あ
り
、

売
買
形
式
に
よ
る
国
際
標
準
の
レ
ポ
市
場
創
設
は
、
日
本
の
金
融
証
券
界
の
長
年
の
課
題
で
あ
っ
た
。

有
価
証
券
取
引
税
の
廃
止
に
よ
っ
て
新
現
先
市
場
が
創
設
さ
れ
た
が
、
全
く
新
し
い
市
場
が
創
設
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
新
現
先

市
場
は
、
従
来
か
ら
存
在
し
た
現
先
市
場
を
再
編
成
し
た
も
の
で
、
旧
現
先
取
引
に
は
な
い
リ
ス
ク
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
条
項
や
一
括
清

算
条
項
等
が
新
た
に
設
け
ら
れ
、
基
本
契
約
書
は
国
際
標
準
の
レ
ポ
契
約
書
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
て
い
る
。
新
た
な
条
項
が
追
加

さ
れ
た
と
は
い
え
、
経
済
機
能
に
本
質
的
な
変
化
は
な
い
。

平
成
一
三
年
一
一
月
、
主
税
局
は
突
然
、
非
居
住
者
の
受
け
取
る
レ
ポ
差
額
に
対
す
る
課
税
方
針
を
打
ち
出
し
た
。
新
現
先
取
引

は
資
金
取
引
で
あ
り
、
所
得
税
法
第
161
条
六
に
該
当
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
旧
現
先
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
主
税
局
は

課
税
方
針
を
打
ち
出
し
た
こ
と
は
な
い
。
お
そ
ら
く
主
税
局
は
旧
現
先
と
新
現
先
を
峻
別
し
、
旧
現
先
は
債
券
売
買
だ
が
新
現
先
は

資
金
取
引
で
あ
る
、
従
っ
て
、
新
現
先
取
引
の
レ
ポ
差
額
は
源
泉
徴
収
の
対
象
に
な
る
、
と
判
断
し
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。
レ
ポ

差
額
に
対
す
る
課
税
問
題
は
、
こ
の
時
点
か
ら
論
争
が
始
ま
っ
た
。

（4）



（
２
）
租
税
特
別
措
置
法
四
二
条
の
二
の
成
立

レ
ポ
差
額
に
対
す
る
主
税
局
の
課
税
方
針
が
発
表
さ
れ
る
と
、
内
外
か
ら
課
税
方
針
に
反
対
す
る
運
動
が
高
ま
っ
た
。
ま
ず
、
ア

メ
リ
カ
債
券
市
場
協
会
は
一
二
月
五
日
、
ニ
ー
ル
財
務
長
官
に
書
簡
を
送
り
、
レ
ポ
差
額
に
対
す
る
課
税
方
針
を
決
め
た
日
本
政
府

に
抗
議
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
翌
日
の
六
日
に
は
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
で
日
本
の
課
税
方
針
に
対
し
て
抗
議
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を

行
っ
て
い
る
。
実
際
、
ア
メ
リ
カ
政
府
は
平
成
一
四
年
は
じ
め
に
来
日
し
抗
議
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
主
張
は
、
レ
ポ
差
額
に
課

税
す
る
の
は
国
際
慣
行
に
反
す
る
だ
け
で
な
く
、
レ
ポ
市
場
拡
大
の
大
き
な
障
害
に
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

国
内
に
お
い
て
も
、
金
融
庁
は
課
税
方
針
に
反
対
し
た
。
日
本
の
金
融
機
関
は
ア
メ
リ
カ
の
銀
行
と
レ
ポ
取
引
に
よ
っ
て
ド
ル
を

調
達
し
て
い
る
が
、
レ
ポ
差
額
に
課
税
さ
れ
る
と
ア
メ
リ
カ
の
銀
行
は
レ
ポ
取
引
に
応
じ
な
く
な
り
、
外
貨
調
達
が
困
難
に
な
る
か

ら
で
あ
る
。
日
本
の
金
融
界
も
課
税
に
反
対
し
た
。
日
本
版
レ
ポ
は
日
本
固
有
の
極
め
て
複
雑
な
取
引
の
仕
組
み
で
あ
り
、
国
際
標

準
の
レ
ポ
市
場
の
創
設
が
待
望
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
新
現
先
取
引
に
課
税
さ
れ
る
と
、
外
国
金
融
機
関
は
日
本
の
市
場
に
参

入
し
な
く
な
り
、
市
場
創
設
の
意
味
が
失
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

課
税
方
針
に
反
対
の
声
を
反
映
し
て
、
平
成
一
四
年
四
月
、
財
務
省
は
レ
ポ
差
額
に
対
す
る
課
税
を
二
年
間
の
期
限
付
き
で
非
課

税
扱
い
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
租
税
特
別
措
置
法
四
二
条
の
二
に
よ
っ
て
、
外
国
金
融
機
関
等
に
よ
る
債
券
現
先
取
引
に
係
わ
る
利

子
を
非
課
税
と
し
た
の
で
あ
る
。
措
置
法
が
成
立
す
る
と
同
時
に
、
旧
現
先
は
新
現
先
に
強
制
移
行
し
た
。
強
制
移
行
と
な
っ
た
の

は
、
旧
現
先
も
新
現
先
も
同
一
の
経
済
機
能
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
新
現
先
取
引
の
障
害
が
除
去
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

（
３
）
措
置
法
の
推
移

措
置
法
四
二
は
、
当
初
、
適
用
期
間
を
二
年
に
限
定
し
た
非
課
税
措
置
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
期
限
終
了
の
平
成
一
六
年
四
月
に

（5）



は
適
用
期
間
が
二
年
間

延
長
さ
れ
、
平
成
一
八

年
四
月
に
は
更
に
二
年

間
延
長
さ
れ
、
平
成
二

〇
年
三
月
三
一
日
ま
で

と
な
っ
た
。

措
置
法
四
二
は
、
適

用
期
間
が
終
了
す
る
平

成
二
〇
年
三
月
末
に

は
、
主
税
局
は
適
用
期

間
の
制
限
を
撤
廃
す
る

予
定
で
あ
っ
た
。
と
こ

ろ
が
、
図
表
１
で
み
る

よ
う
に
、「
国
民
生
活

等
の
混
乱
を
回
避
す
る

た
め
の
租
税
特
別
措
置

法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
」
に
よ
っ
て
、
適

（6）

図表１　非居住者の受取るレポ差額に対する税制改革

平成13年４月 ・新現先市場創設

13年11月
・主税局：非居住者の受け取るレポ差額に対する課税方針発表
・米金融界：レポ取引課税反対声明

14年４月

・外国金融機関等による債券現先取引に係る利子非課税（非居住者の
受け取るレポ収益は非課税扱いとする。２年間の租税特別措置、租
税特別措置法42条の２）
・旧現先から新現先へ強制移行

16年４月
国債を用いた債券現先取引で、外国金融機関等が受け取る利子につい
ての非課税措置の適用期限を２年延長（平成18年３月31日まで）

18年４月
国債を用いた債券現先取引で、外国金融機関等が受け取る利子につい
ての非課税措置の適用期限を２年延長（平成20年３月31日まで）

20年４月

・「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正
する法律」：「特別措置法における平成20年３月31日に期限の到来す
る租税特別措置法のうち次に掲げるものの期限を、暫定的に同年５
月31日まで延長する…外国金融機関等の債券現先取引に係わる利子
の課税の特例（租税特別措置法第42条の２第１項及び第67条の16第
５項関係…）」

20年６月

・「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正
する法律」の適用期限が終了すると同時に「所得税法等の一部を改
正する法律」によって、非居住者の受取るレポ収益の非課税措置は
時限立法ではなく適用期限の制限が撤廃された。
・「国債を用いた債券現先取引で、外国金融機関等が受け取る利子に
ついての非課税措置の適用期限を撤廃（租税特別措置法第67の16第
５項）」

21年４月

平成21年度税制改正の要綱：「六　国際課税　７国内において業務を
行う者との間で行う債券現先取引で当該業務に係わるものから生ずる
所得は、国内源泉所得である「国内において業務を行う者に対する貸
付金で当該業務に係わる利子」に含まれることとする」(平成21年１
月23日閣議決定)
所得税法等の一部を改正する法律「六　国際課税　f外国金融機関等
の債券現先取引に係わる利子の課税の特例等について、所要の規定の
整備を行うこととする。（租税特別措置法第７条、第42条の２、第67
条の11関係）」（平成21年４月１日施行）



用
期
限
は
平
成
二
〇
年
五
月
三
一
日
ま
で
延
長
さ
れ
、
延
長
期
限
が
終
了
す
る
と
同
時
に
、
租
税
特
別
措
置
法
第
六
七
の
一
六
で

「
国
債
を
用
い
た
債
券
現
先
取
引
で
、
外
国
金
融
機
関
等
が
受
け
取
る
利
子
に
つ
い
て
の
非
課
税
措
置
の
適
用
制
限
を
撤
廃
」
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
レ
ポ
差
額
に
対
す
る
非
課
税
措
置
は
臨
時
の
扱
い
で
は
な
く
、
恒
久
的
な
扱
い
と
な
っ
た
。
措
置
法
が
期
間
限
定

か
ら
恒
久
規
定
に
変
更
さ
れ
た
の
は
、
後
述
す
る
レ
ポ
訴
訟
の
判
決
が
影
響
を
与
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

今
年
度
の
税
制
改
正
は
レ
ポ
差
額
に
対
す
る
課
税
の
改
正
で
は
な
い
。
改
正
点
は
、
レ
ポ
差
額
と
は
如
何
な
る
性
質
の
所
得
な
の

か
、
所
得
の
性
質
を
明
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
所
得
の
性
質
を
明
記
し
て
も
、
非
課
税
措
置
に
変
化
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か

し
、
今
回
の
改
正
で
は
、
レ
ポ
差
額
は
貸
付
金
の
利
子
で
あ
る
が
非
課
税
と
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、

裁
判
所
の
判
決
は
貸
付
金
の
利
子
で
は
な
い
か
ら
非
課
税
と
す
べ
き
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
非
課
税
と
す
る
理
論
的
根
拠
が
全

く
異
な
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
次
に
、
レ
ポ
訴
訟
の
推
移
を
振
り
返
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

３
　
「
レ
ポ
差
額
は
貸
付
金
の
利
子
で
は
な
い
」
―
レ
ポ
訴
訟
の
判
決
―

（
１
）
住
友
信
託
銀
行
に
対
す
る
源
泉
徴
収
義
務
の
告
知

平
成
一
四
年
八
月
、
麹
町
税
務
署
長
は
住
友
信
託
銀
行
に
対
し
て
源
泉
徴
収
義
務
を
告
知
し
た
。
住
友
信
託
銀
行
は
平
成
一
一
年

一
二
月
か
ら
一
三
年
六
月
ま
で
、
外
国
法
人
と
の
レ
ポ
取
引
に
よ
っ
て
レ
ポ
差
額
を
支
払
っ
た
が
、
レ
ポ
差
額
は
所
得
税
法
161
条
六

の
貸
付
金
の
「
利
子
」
に
相
当
す
る
か
ら
源
泉
徴
収
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

住
友
信
託
銀
行
は
平
成
一
四
年
一
〇
月
、
レ
ポ
差
額
は
利
子
で
は
な
い
と
し
て
麹
町
税
務
署
長
に
異
議
申
立
て
を
行
っ
た
が
、
翌

年
一
月
、
異
議
申
立
て
は
却
下
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
翌
二
月
、
東
京
国
税
不
服
審
判
所
に
対
し
て
、
住
友
信
託
銀
行
は
審
査
請
求
を

（7）



行
っ
た
が
、
こ
の
請
求
も
平
成
一
七
年
二
月
に
棄
却
さ
れ
た
。

そ
こ
で
、
平
成
一
七
年
三
月
、
住
友
信
託
銀
行
は
課
税
庁

と
国
に
対
し
て
源
泉
徴
収
の
返
還
を
求
め
る
訴
状
を
東
京
地

方
裁
判
所
に
提
出
し
た
。
そ
し
て
、
レ
ポ
取
引
に
関
す
る
熱

い
論
争
が
始
ま
っ
た
。
以
下
で
は
、
図
表
２
を
み
な
が
ら
訴

訟
の
推
移
を
辿
っ
て
み
る
。

（
２
）
主
た
る
論
点

主
た
る
論
点
は
、
レ
ポ
差
額
は
貸
付
金
の
利
子
に
該
当
す

る
か
、
こ
の
点
に
あ
っ
た
。
課
税
庁
は
、
経
済
的
実
質
が
重

要
な
判
断
要
素
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
。「
レ
ポ
取
引
は
金
融

取
引
で
あ
り
、
レ
ポ
収
益
は
広
義
の
利
子
に
該
当
す
る
。
す

な
わ
ち
、
レ
ポ
取
引
は
所
得
税
法
161
条
六
『
貸
付
金
（
こ
れ

に
準
ず
る
も
の
を
含
む
）』
に
該
当
す
る
。『
貸
付
金
』
は
、

租
税
法
独
自
の
見
地
か
ら
決
す
べ
き
で
あ
っ
て
、『
貸
付
金
』

と
は
、
当
該
期
間
に
お
け
る
信
用
供
与
の
対
価
と
い
う
性
質

を
有
す
る
」。

課
税
庁
は
、
ま
た
、
リ
ス
ク
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
条
項
等
は
レ

（8）

図表２　レポ差額に対する課税訴訟の推移

平成13年 ・新現先市場創設（４月）
13年 ・主税局：レポ差額に対する課税方針発表（11月）

14年

・非居住者の受け取るレポ収益の非課税措置、適用期限２年（租税特別措
置法第42条の２）（４月）
・旧現先から新現先への強制移行（４月）
・麹町税務署長：住友信託銀行に対する源泉徴収義務の告知（平成11年12
月～13年６月分のレポ差額に対する源泉徴収）（８月）
・住友信託銀行：麹町税務署長に異議申立て（10月）

15年
・麹町税務署長：住友信託銀行の異議申立て棄却（１月）
・住友信託銀行：東京国税不服審判所に対して審査請求（２月）

17年

・国税不服審判所：住友信託銀行の審査請求を棄却（２月）
・住友信託銀行：国に対して源泉徴収の返還を求める訴状を東京地方裁判
所に提出（３月）
・被告（国・麹町税務署長）：答弁書提出（６月）

19年
・東京地方裁判所の判決：住友信託銀行の請求を認容（４月）
・被告（国・麹町税務署長）：東京高等裁判所へ控訴（４月）

20年

・東京高等裁判所の判決：被告の控訴を棄却（３月）
・被告（国・麹町税務署長）：最高裁判所に上告受理申立て（５月）
・最高裁判所の判定：申立人からの上告受理の申立ては、民訴法318条１
項により上告審として受理しない（10月）
・最高裁の判定により被告の敗訴と住友信託銀行の勝訴が確定する



ポ
取
引
が
金
融
取
引
（
貸
借
）
で
あ
る
こ
と
の
証
明
だ
と
主
張
し
た
。
マ
ー
ジ
ン
・
コ
ー
ル
は
貸
借
に
お
け
る
価
格
変
動
リ
ス
ク
を

回
避
す
る
も
の
で
あ
る
、
経
過
利
子
が
債
券
の
売
主
に
帰
属
す
る
こ
と
は
、
買
主
に
所
有
権
が
移
転
せ
ず
貸
借
で
あ
る
証
拠
で
あ
る
、

担
保
権
条
項
は
対
象
債
券
を
担
保
と
す
る
貸
借
で
あ
る
こ
と
を
示
す
、
一
括
清
算
条
項
は
信
用
リ
ス
ク
を
最
小
に
留
め
る
規
定
で
あ

る
、
ス
タ
ー
ト
取
引
と
エ
ン
ド
取
引
が
一
体
の
単
一
契
約
条
項
は
ス
タ
ー
ト
取
引
が
利
子
を
生
む
元
本
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る

…
。
こ
の
よ
う
に
、
課
税
庁
は
レ
ポ
取
引
の
経
済
実
態
を
強
調
し
て
、
レ
ポ
差
額
は
貸
付
金
の
利
子
に
該
当
す
る
、
と
主
張
し
た
。

住
友
信
託
銀
行
は
、
こ
れ
に
対
し
て
、
経
済
実
態
と
い
う
概
念
は
曖
昧
で
あ
り
、
所
得
税
法
に
な
じ
ま
な
い
概
念
だ
と
す
る
。
所

得
税
法
上
の
貸
付
金
は
法
文
で
厳
格
に
明
記
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
、
例
え
ば
、
割
引
債
の
償
還
差
益
や
為
替
ス
ワ
ッ
プ
は
経
済
実
態

と
し
て
は
利
子
相
当
分
に
該
当
す
る
が
、
所
得
税
法
上
で
は
利
子
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
な
い
で
は
な
い
か
、
と
反
論
す
る
。
レ
ポ
取

引
は
売
買
と
再
売
買
の
複
合
的
取
引
で
あ
り
、
貸
借
で
は
な
く
売
買
で
あ
る
。
旧
現
先
も
新
現
先
も
レ
ポ
も
等
し
く
、
売
買
と
再
売

買
の
複
合
的
取
引
で
あ
っ
て
債
券
売
買
だ
と
主
張
す
る
。
住
友
信
託
銀
行
の
主
張
は
レ
ポ
差
額
は
貸
付
金
の
利
子
で
は
な
い
、
と
い

う
の
が
基
本
的
主
張
で
あ
っ
た
。

（
３
）
裁
判
所
の
判
決

レ
ポ
訴
訟
は
、
住
友
信
託
銀
行
の
勝
訴
で
終
了
し
た
。
東
京
高
裁
の
判
決
文
か
ら
、
論
争
点
の
判
決
内
容
を
簡
単
に
紹
介
し
て
み

る
。

①
レ
ポ
差
額
は
貸
付
金
の
利
子
で
は
な
い

・
所
得
税
法
161
条
六
号
に
い
う
「
貸
付
金
（
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
）」
に
つ
い
て
、
債
務
者
に
対
し
て
信
用
を
供
与
す
る
目

的
で
弁
済
期
日
ま
で
一
定
期
間
が
設
け
ら
れ
た
金
銭
債
権
で
あ
り
、
そ
の
金
銭
債
権
か
ら
果
実
（
利
子
な
い
し
利
息
）
が
発
生
し

（9）



う
る
と
の
国
・
課
税
庁
の
主
張
を
採
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

・
レ
ポ
取
引
の
性
質
を
検
討
す
る
場
合
、
レ
ポ
取
引
の
基
本
契
約
書
の
沿
革
を
み
る
必
要
が
あ
る
。
米
国
の
基
本
契
約
書
は
、
米
国

に
お
い
て
、
一
九
八
二
年
に
中
堅
証
券
会
社
が
倒
産
し
、
そ
の
清
算
手
続
き
に
お
い
て
、
同
証
券
会
社
が
顧
客
と
の
間
で
締
結
し

て
い
た
レ
ポ
取
引
に
つ
い
て
担
保
付
貸
付
と
す
る
裁
判
所
の
判
断
が
さ
れ
、
レ
ポ
取
引
契
約
に
お
い
て
売
主
と
な
る
者
に
、
相
手

方
が
倒
産
し
た
場
合
に
当
該
債
券
を
直
ち
に
処
分
し
て
投
下
資
本
を
回
収
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
リ
ス
ク
、
担
保
の
実
行
手

続
き
と
い
う
煩
雑
な
手
続
き
が
必
要
と
な
る
リ
ス
ク
、
同
手
続
き
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
当
該
債
券
の
価
格
変
動
リ
ス
ク
な
ど
が

生
じ
る
お
そ
れ
が
で
て
き
た
こ
と
を
受
け
て
、
い
わ
ゆ
る
倒
産
隔
離
を
念
頭
に
、
統
一
的
な
標
準
契
約
書
と
し
て
作
成
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
本
件
各
基
本
契
約
の
沿
革
か
ら
み
て
も
、
売
買
及
び
再
売
買
と
い
う
法
形
式
を
選
択
し
た
こ
と
に
重
要
な
意
味
が
あ

っ
た
こ
と
、
マ
ー
ジ
ン
・
コ
ー
ル
条
項
等
が
整
備
さ
れ
、
金
融
的
な
特
徴
を
生
か
し
て
一
見
信
用
の
供
与
と
み
ら
れ
る
側
面
の
条

項
も
整
備
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
所
有
権
移
転
構
成
の
も
と
で
精
密
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

・
レ
ポ
取
引
に
は
資
金
調
達
的
な
面
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
レ
ポ
取
引
に
は
債
券
の
調
達
に
資
す
る
面
も
あ
り
、
債
券
売

買
市
場
の
流
動
性
の
確
保
も
経
済
機
能
と
し
て
有
し
て
い
る
。
金
融
取
引
的
側
面
の
み
を
強
調
し
、
こ
の
観
点
か
ら
「
貸
付
金
」

に
該
当
す
る
と
い
う
主
張
に
は
無
理
が
あ
る
。

②
リ
ス
ク
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
条
項
な
ど
の
評
価

・
マ
ー
ジ
ン
・
コ
ー
ル：

エ
ン
ド
取
引
の
履
行
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
で
あ
っ
て
、
一
方
が
他
方
に
与
信
し
、
そ
の
返
済
義
務
を

履
行
す
る
と
い
う
性
質
の
も
の
で
な
い
。
売
主
に
も
買
主
に
も
マ
ー
ジ
ン
・
コ
ー
ル
の
権
利
を
有
し
て
い
る
。

・
経
過
利
子：

売
主
に
経
過
利
子
が
帰
属
す
る
条
項
と
対
象
債
券
の
所
有
権
の
帰
属
と
は
切
り
離
さ
れ
て
い
る
。
一
定
の
要
件
の
も

と
で
、
買
主
が
売
主
に
対
し
て
対
象
証
券
の
収
入
金
相
当
額
を
支
払
う
こ
と
を
定
め
た
も
の
で
、
債
券
の
所
有
権
が
買
主
に
完
全
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に
移
転
し
て
い
る
こ
と
と
整
合
す
る
も
の
で
あ
る
。

・
担
保
権
条
項：

レ
ポ
取
引
は
ロ
ー
ン
で
は
な
い
が
、
ロ
ー
ン
と
み
な
さ
れ
た
場
合
の
規
定
と
し
て
仮
定
的
に
設
け
ら
れ
て
お
り
、

レ
ポ
取
引
が
そ
の
意
図
し
た
法
的
構
成
に
よ
り
解
釈
さ
れ
な
い
場
合
に
備
え
て
設
け
ら
れ
た
条
項
で
あ
る
。

・
一
括
清
算
条
項：

一
括
清
算
条
項
は
、
当
事
者
間
の
公
平
及
び
債
権
債
務
関
係
の
清
算
の
便
宜
に
資
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
レ
ポ

取
引
の
法
的
性
質
は
関
係
が
な
い
。

・
単
一
清
算
条
項：
倒
産
等
の
場
合
に
、
管
財
人
に
よ
っ
て
複
数
存
在
す
る
契
約
関
係
の
一
部
の
履
行
を
迫
ら
れ
る
こ
と
を
防
止
す

る
も
の
、
こ
れ
を
も
っ
て
レ
ポ
取
引
が
売
買
契
約
に
変
容
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
。

③
裁
判
所
の
基
本
的
立
場

「
本
件
各
基
本
契
約
の
沿
革
及
び
そ
の
内
容
か
ら
す
れ
ば
、
本
件
各
基
本
契
約
は
、
倒
産
隔
離
を
果
た
す
た
め
、
契
約
条
項
に
お

い
て
売
買
及
び
再
売
買
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
を
明
確
に
定
め
た
も
の
で
あ
っ
て
、
他
方
、
金
融
取
引
の
側
面
が
あ
り
、
そ
れ

を
示
唆
す
る
か
の
よ
う
な
条
項
の
存
在
に
よ
っ
て
も
、
そ
の
法
的
性
質
を
変
容
さ
せ
る
も
の
と
は
い
え
ず
、
本
件
各
レ
ポ
取
引
は
、

売
買
・
再
売
買
を
一
つ
の
契
約
で
実
行
す
る
複
合
的
な
性
格
を
有
す
る
契
約
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
」。

４
　
二
つ
の
疑
問

レ
ポ
差
額
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
裁
判
所
の
判
決
と
今
回
の
税
制
改
正
の
内
容
は
全
く
異
な
っ
て
い
た
が
、

な
ぜ
異
な
る
の
か
、
こ
の
点
は
大
き
な
謎
で
あ
っ
た
。
レ
ポ
差
額
に
対
す
る
課
税
の
推
移
や
レ
ポ
訴
訟
推
移
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、

更
に
新
た
な
二
つ
の
疑
問
が
生
じ
て
く
る
。

ひ
と
つ
は
、
租
税
特
別
措
置
法
四
二
は
屋
上
屋
を
重
ね
る
も
の
で
不
要
で
は
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
裁
判
所
の
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判
決
は
、
旧
現
先
も
新
現
先
も
国
際
標
準
の
レ
ポ
も
売
買
と
再
売
買
を
一
体
と
し
た
複
合
的
な
取
引
で
あ
り
本
質
的
に
同
一
の
も
の
、

と
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
新
現
先
市
場
が
創
設
さ
れ
た
時
点
で
措
置
法
を
制
定
す
る
意
味
は
な
く
、
そ
も
そ
も
措
置
法
は
不

必
要
な
規
定
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

主
税
局
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
判
決
と
は
異
な
る
意
味
で
措
置
法
は
不
要
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
冒
頭
に
紹
介

し
た
主
税
局
の
解
説
に
よ
る
と
、
従
来
か
ら
レ
ポ
差
額
は
貸
付
金
の
利
子
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
、
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ

う
で
あ
る
な
ら
、
措
置
法
は
屋
上
屋
を
架
す
も
の
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

も
う
一
つ
の
疑
問
は
、
な
ぜ
今
回
の
税
制
改
正
が
必
要
だ
っ
た
の
か
、
レ
ポ
市
場
の
育
成
に
と
っ
て
必
要
な
措
置
で
あ
っ
た
の
か
、

と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
も
、
日
本
の
レ
ポ
訴
訟
と
同
じ
裁
判
が
一
九
八
〇
年
代
に
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
の
裁
判
所
は
、

レ
ポ
は
売
買
か
貸
借
か
、
判
断
を
迫
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
裁
判
所
は
レ
ポ
取
引
の
経
済
実
態
を
重
視
し
て
レ
ポ
は
貸
借
だ
と
判
決
し

た
が
、
こ
の
判
決
は
レ
ポ
市
場
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
、
レ
ポ
市
場
は
収
縮
し
て
し
ま
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
一
九
七
八
年
に
成

立
し
た
新
破
産
法
で
は
自
動
停
止
条
項
が
設
け
ら
れ
、
相
手
方
倒
産
の
場
合
、
こ
の
条
項
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
レ
ポ
が
貸
借
取
引
で
あ
れ
ば
、
自
動
停
止
条
項
に
よ
っ
て
債
券
の
貸
し
手
は
担
保
を
処
分
で
き
な
く
な
る
。
レ
ポ
市
場
が
縮
小

す
る
と
、
国
債
市
場
も
縮
小
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
た
め
、
ア
メ
リ
カ
の
議
会
は
破
産
法
を
改
正
し
、
チ
ャ
プ
タ
ー
イ
レ
ブ
ン
に

よ
っ
て
レ
ポ
は
売
買
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
チ
ャ
プ
タ
ー
イ
レ
ブ
ン
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
の
レ
ポ
市
場
は
発
展
し
て
い
く
。
レ
ポ

市
場
を
育
成
し
発
展
さ
せ
る
た
め
法
律
を
改
正
し
、
裁
判
所
の
判
決
を
実
質
的
に
無
効
に
し
た
の
で
あ
る
。

日
本
の
場
合
は
ど
う
か
。
今
回
の
税
制
改
正
で
非
居
住
者
の
受
け
取
る
レ
ポ
差
額
が
課
税
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
非
課

税
の
論
理
に
つ
い
て
、
裁
判
所
の
判
断
と
異
な
る
判
断
を
示
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
だ
が
、
な
ぜ
、
裁
判
所
の
判
断
を
覆
す
必
要
が
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
改
正
に
よ
っ
て
、
日
本
の
レ
ポ
市
場
が
更
な
る
発
展
を
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
疑
問
は
深
ま
る
ば
か
り
で
あ
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る
。
レ
ポ
取
引
は
売
買
と
貸
借
の
二
つ
の
性
質
を
持
つ
複
合
的
な
取
引
で
あ
る
。
複
合
的
な
性
質
を
持
つ
が
故
に
、
対
立
し
た
論
理

が
生
ま
れ
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。
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